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空きびん
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空き缶
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埋立ごみ
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令和6年4月 令和6年5月

令和6年6月 令和6年7月

令和6年8月 令和6年9月

※１０月からは裏面になります。お問合せ：能登町住民課　☎62－8510

令和6年度 柳田地区　ごみ・資源収集カレンダー

第 4 地 区

（神和住・中斉・五郎左ェ門分・寺分・天坂・上町・わすみ団地・中ノ又・立ヶ谷内・合鹿）
※8時30分までに黒文字のごみはゴミステーションへ、赤文字のごみは資源物収集所
　へ出してください。

★
不
法
投
棄
は
、「
し
な
い
」「
さ
せ
な
い
」「
ゆ
る
さ
な
い
」

★
ふ
る
さ
と
能
登
の
自
然
環
境
を
残
す
た
め
に
、
ご
み
の
分
別
・
ご
み
出
し
の
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

令和５年４月１日から　家庭ごみ・資源の分別方法が一部変更となっています。分別冊子をご参照ください。
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令和6年10月 令和6年11月
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お問合せ：能登町住民課　☎62－8510
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を
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り
ま
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ょ
う
。

令和５年４月１日から　家庭ごみ・資源の分別方法が一部変更となっています。分別冊子をご参照ください。
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※8時30分までに黒文字のごみはゴミステーションへ、赤文字のごみは資源物収集所
　へ出してください。
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